
第１条　令和８年度横浜市下水道事業会計の予算は、次に定めるところに

　よる。

11 か所

71 か所

管きょ、ポンプ場及び水再生センター等

整備事業　80,618,942 千円

第第１１款款

第１項

第２項

第３項

第第１１款款

第１項

第２項

営 業 収 益 95,599,565 千円

営 業 外 収 益 34,245,081 千円

令和８年度横浜市下水道事業会計予算

　（総　則）

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 水 再 生 セ ン タ ー

(2) ポ ン プ 場

年 間 総 揚 水 量

(3) 主 な 建 設 改 良 事 業

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収収　　　　　　　　　　　　　　入入

下下 水水 道道 事事 業業 収収 益益 113300,,110033,,777755  千千円円

年 間 総 処 理 量 578,200,000 ㎥

１ 日 平 均 処 理 量 1,584,000 ㎥

252,580,000 ㎥

１ 日 平 均 揚 水 量 692,000 ㎥

支支　　　　　　　　　　　　　　出出

下下 水水 道道 管管 理理 費費 112266,,554455,,001111  千千円円

営 業 費 用 121,289,516 千円

営 業 外 費 用 4,960,033 千円

特 別 利 益 259,129 千円
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第３項

第４項

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収

　入額が資本的支出額に対し不足する額 51,359,071 千円は、当年度分損

　益勘定留保資金等 39,486,999 千円、建設改良積立金取崩額 7,872,072

　千円、当年度未処分利益剰余金処分額 4,000,000 千円で補填するものと

　する。）。

第第１１款款

第１項

第２項

第３項

第４項

第５項

第第１１款款

第１項

第２項

第３項

第４項

第５項

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次の

　とおりと定める。

86,560 千円

91,971 千円

5,689 千円そ の 他 資 本 的 収 入

出 資 金

負 担 金

10,000 千円

予 備 費 10,000 千円

　（資本的収入及び支出）

収収　　　　　　　　　　　　　　入入

特 別 損 失 285,462 千円

11,990,558 千円

予 備 費

下下水水道道事事業業資資本本的的収収入入 9922,,226688,,777788  千千円円

企 業 債 80,094,000 千円

支支　　　　　　　　　　　　　　出出

下下水水道道事事業業資資本本的的支支出出 114433,,662277,,884499  千千円円

補 助 金

2,279 千円

82,944,677 千円

企 業 債 償 還 金 56,670,893 千円

建 設 改 良 費

一 般 会 計 繰 出 金 4,000,000 千円

投 資

　（債務負担行為）
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水再生セン ター 修繕 工事 令 和 ９ 年 度 2,400,000 千円

事　　　項 期　　間 限　度　額

3,000,000 千円

下 水 道 管 き ょ 修 繕 工 事
及 び 維 持 管 理 等 委 託

令 和 ９ 年 度 1,760,000 千円

令 和 ９ 年 度

金 沢 水 再 生 セ ン タ ー
前処理施設公民連携における
維 持 管 理 事 業

令和９年度から
令和15年度まで

ポ ン プ 場 修 繕 工 事 令 和 ９ 年 度 900,000 千円

水 再 生 セ ン タ ー
維 持 管 理 業 務 委 託

令 和 ９ 年 度 300,000 千円

100,000 千円
ポ ン プ 場
維 持 管 理 業 務 委 託

下 水 道 整 備 工 事
及 び 設 計 ・ 測 量 等 委 託

令和９年度から
令和14年度まで

96,000,000 千円

60,000,000 千円

起債の目的

　（企業債）

エ キ サ イ ト よ こ は ま
龍宮橋雨水 幹線 整備 工事

令和９年度から
令和12年度まで

10,000,000 千円

南部汚泥資 源化 セン ター
公 民 連 携 に お け る
維 持 管 理 事 業

令和９年度から
令和19年度まで

南部汚泥資 源化 セン ター
公 民 連 携 に お け る
整 備 事 業

令和９年度から
令和19年度まで

5,000,000 千円

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次の

　とおりと定める。

下水道整備事業費に充てるため。

東高島ポン プ場 築造 工事
令和９年度から
令和14年度まで

40,000,000 千円

(1)
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56,295,000 千円

ア　市債証券の発行または普通貸借の方法による。

イ　起債の時期は令和８事業年度。ただし、その

　　全部または一部を翌年度以後に繰り越し、起

　　債することができる。

ウ　外国通貨により起債する場合には、その限度

　　額は、前記金額の全部または一部を、起債日

　　における外国為替相場で換算した金額による

　　ことができる。

年 8.0％以内

ただし、利率見直し方式で借り入れる資金につい

て、利率の見直しを行った後においては、当該見

　　以内に償還する。ただし、本期間中、未償還

　　額の範囲内において借り換えることができる。

イ　公的資金を借り入れる場合は、その融通条件

　　による。

　（一時借入金）

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次

　のとおりと定める。

消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費

　　業外費用の間の流用。

(2)

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

直し後の利率とする。

第７条　一時借入金の限度額は、10,000,000 千円と定める。

(1)

限 度 額

(4) 利 率

(5) 償還の方法 ア　起債年度の翌年度から据置期間を含め、40年

(3) 起債の方法
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　の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場

8,542,943 千円

第10条　事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

　2,184,782 千円である。

第11条　建設改良積立金のうち 4,000,000 千円を当年度未処分利益剰余

　金に振り替え、次のとおり処分するものと定める。

　（たな卸資産購入限度額）

第12条　たな卸資産の購入限度額は、3,000,000 千円と定める。

　　令和８年２月10日提出

横 浜 市 長　　 山　中　　竹　春

(1) 一 般 会 計 繰 出 金 4,000,000 千円

　（利益剰余金の処分）

　（他会計からの補助金）

　合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費
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